
主治医診療報告書（３疾患）の手引 新旧対照表 

新 旧 

はじめに 

 
東京都では、「大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成

に関する条例」に基づき、気管支ぜん息、慢性気管支炎、ぜん息性

気管支炎、肺気しゅ及び各疾患の続発症について、昭和 47 年 10
月から医療費助成を実施しています。対象要件を満たす患者が助成

を受けるためには、条例に基づく申請が必要で、申請書類の１つとし

て、主治医診療報告書の提出をお願いしております。従来は、気管

支ぜん息も含めた１様式でしたが、気管支ぜん息の対象年齢が全年

齢に拡大（平成 20 年８月実施）した際に主治医診療報告書の様式

の見直しを行い、主治医診療報告書の様式を「気管支ぜん息用」と

「18 歳未満を対象とする慢性気管支炎・ぜん息性気管支炎・肺気し

ゅ用（以下「３疾患用」という。）」の２様式としております。（なお、制度

拡大後5年が経過して、平成 27 年４月和解条項に基づく見直しの結

果、気管支ぜん息及び続発症の対象者の年齢は全年齢から18歳未

満の者（18 歳の誕生日から同日の属する月の末日までの期間にある

者を含む。）に戻しています。） 

本書については、慢性気管支炎、ぜん息性気管支炎、肺気しゅの

３疾患及び各疾患の続発症の医療費助成について、申請時に必要

な主治医診療報告書の記載方法等を具体的に解説してあります。作

成時の参考としてご活用をお願いいたします。 
（制度の詳細は、《参考１》 「東京都大気汚染医療費助成制度の

はじめに 

 
都では、「大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関

する条例」に基づき、気管支ぜん息、慢性気管支炎、ぜん息性気管

支炎、肺気しゅ及び各疾患の続発症について、昭和 47 年 10 月から

医療費助成を実施しています。対象要件を満たす患者さんが助成を

受けるためには、条例に基づく申請が必要で、申請書類の 1 つとし

て、主治医診療報告書の提出をお願いしております。従来は、気管

支ぜん息も含めた 1 様式でしたが、気管支ぜん息の対象年齢が全

年齢に拡大(平成 20 年 8 月実施)することを受け、主治医診療報告

書の様式の見直しを行い、平成 20 年 5 月から主治医診療報告書の

様式を「気管支ぜん息用」と「18 歳未満を対象とする慢性気管支炎・

ぜん息性気管支炎・肺気しゅ用(以下「3 疾患用」という。)」の 2 様式と

しました。 
 
 
 
本書については、慢性気管支炎、ぜん息性気管支炎、肺気しゅの

３疾患及び各疾患の続発症の医療費助成について、申請時に必要

な主治医診療報告書の記載方法等を具体的に解説してあります。作

成時の参考としてご活用をお願いいたします。 
（制度の詳細は、《参考１》 「東京都大気汚染医療費助成制度の
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概要」（Ｐ16）参照｡） 
 

１ 「主治医診療報告書」について 

 

（１） 本書は「18 歳未満を対象とする慢性気管支炎・ぜん息性気

管支炎・肺気しゅ」に対する主治医診療報告書作成を目的とし

た手引です（気管支ぜん息に対する主治医診療報告書の作成

については、別に手引がありますのでご注意ください。）。 

（２） 「主治医診療報告書」は疾患別に気管支ぜん息用と、慢性

気管支炎、ぜん息性気管支炎、肺気しゅの３疾患用の２種類あ

りますのでご注意ください。 

 

（３） 様式の構成は、患者の受診状況や症状等を記入する「診療

状況等」欄及び診断・治療に際して実施した医学的検査の結

果を記入する「医学的検査結果」欄としています。 

（４） 右下の年月日欄は、作成いただいた日付を必ずご記入くだ

さい。また、医療機関名欄には、貴院の電話番号をあわせてご

記入願います。 

（５） 担当医師氏名欄には、必ず記名押印をお願いします。 

（６） 記入内容について、確認のため問い合わせることがあります

ので予めご承知おきください。 

 
２ 胸部エックス線フィルムの取扱いについて 

 

概要」（Ｐ16）参照｡） 
 

１ 「主治医診療報告書」について 

 

（１） 本書は「18 歳未満を対象とする慢性気管支炎・ぜん息性気

管支炎・肺気しゅ」に対する主治医診療報告書作成を目的とし

た手引です（気管支ぜん息に対する主治医診療報告書の作成

については、別に手引がありますのでご注意ください。）。 

（２） 従来(平成 15 年 1 月から)４疾患共通であった「主治医診療報

告書」を平成 20 年 5 月より疾患別に気管支ぜん息用と、慢性

気管支炎、ぜん息性気管支炎、肺気しゅの 3 疾患用に切替え

ました。 

（３） 様式の構成は、患者の受診状況や症状等を記入する「診療

状況等」欄及び診断・治療に際して実施した医学的検査の結

果を記入する「医学的検査結果」欄としています。 

（４） 右下の年月日欄は、作成いただいた日付を必ずご記入くだ

さい。また、医療機関名欄には、貴院の電話番号をあわせてご

記入願います。 

（５） 担当医師氏名欄には、必ず記名押印をお願いします。 

（６） 記入内容について、確認のため問い合わせることがあります

ので予めご承知おきください。 

 
２ 胸部エックス線フィルムの取扱いについて 
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慢性気管支炎、ぜん息性気管支炎、肺気しゅ及びこれらの疾患の

続発症のいずれの場合においても、新規申請では胸部エックス線検

査が必須です。 

また、いずれの疾病の場合においても、新規申請時には、胸部エ

ックス線フィルムの提出が必要ですので、患者への貸出しをお願いし

ます。 

※主治医診療報告書には、申請疾患についての胸部エックス線

検査結果を記入してください。 
 
３ 制度に関する問合せ先 

 

東京都保健医療局 健康安全部環境保健衛生課環境保健担当 
電 話  03 (5320) 4491 

 
なお、医療費助成の給付に関するお問合せ先は、以下のとお

りです。 
東京都福祉局 生活福祉部医療助成課医療給付担当 
電 話  03 (5320)4454  

 
 
 
 
 
 

慢性気管支炎、ぜん息性気管支炎、肺気しゅ及びこれらの疾患の

続発症のいずれの場合においても、新規申請では胸部エックス線検

査が必須です。 

また、いずれの疾病の場合においても、新規申請時には、胸部エ

ックス線フィルムの提出が必要ですので、患者への貸出しをお願いし

ます。 

※主治医診療報告書には、申請疾患についての胸部エックス線

検査結果を記入してください。 
 
３ 制度に関する問合せ先 

 

東京都福祉保健局 健康安全部環境保健衛生課環境保健係 
電 話  03 (5320) 4491 

 
なお、医療費助成の給付に関するお問い合わせ先は、 
東京都福祉保健局 保健政策部医療助成課医療給付係 
電 話  03 （5320） 4454  
となります。 
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Ⅰ  「主治医診療報告書（３疾患用）」作成要領 

 
１ ぜん息性気管支炎 

 

（１） 概 念 

ぜん息性気管支炎については、疾病の定義が明らかでないた

め、診断は容易でないと思われます。臨床上では反復性気管支

炎、慢性気管支炎、乳児期気管支ぜん息、小児気管支ぜん息軽

症例等がぜん息性気管支炎として扱われている場合があります

が、本医療費助成制度における「ぜん息性気管支炎」とは、反復

性気管支炎として扱われているものを意味し、おおむね次に掲げ

る症状ないし所見を示すものです（なお急性気管支炎及び急性細

気管支炎は除きます。）。 
ア  医師の治療を要する気管支炎を１年以内に４回以上繰り返

すこと。 

イ  低音性のぜん鳴を伴い、呼吸困難（努力性呼吸）がない

か、あっても軽いこと。 

ウ  ３歳未満の者に多く見られること。 

（注） １） ぜん息性気管支炎は、多くは３歳未満に見られ、また６

歳以上では非常にまれと考えられます。そのため、ぜん

息性気管支炎での新規申請は原則として６歳未満の者を

対象とします。 

２） ぜん息性気管支炎で認定を受けている場合、認定期

Ⅰ  「主治医診療報告書（３疾患用）」作成要領 

 
１ ぜん息性気管支炎 

 

（１） 概 念 

ぜん息性気管支炎については、疾病の定義が明らかでないた

め、診断は容易でないと思われます。臨床上では反復性気管支

炎、慢性気管支炎、乳児期気管支ぜん息、小児気管支ぜん息軽

症例等がぜん息性気管支炎として扱われている場合があります

が、本医療費助成制度における「ぜん息性気管支炎」とは、反復

性気管支炎として扱われているものを意味し、おおむね次に掲げ

る症状ないし所見を示すものです（なお急性気管支炎及び急性細

気管支炎は除きます。）。 
ア  医師の治療を要する気管支炎を１年以内に４回以上繰り返

すこと。 

イ  低音性のぜん鳴を伴い、呼吸困難（努力性呼吸）がない

か、あっても軽いこと。 

ウ  ３歳未満の者に多く見られること。 

（注） １） ぜん息性気管支炎は、多くは３歳未満に見られ、また６

歳以上では非常にまれと考えられます。そのため、ぜん

息性気管支炎での新規申請は原則として６歳未満の者を

対象とします。 

２） ぜん息性気管支炎で認定を受けている場合、認定期
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間の２年が経過する間に、他の疾病（気管支ぜん息等）

の診断が確定していることが考えられますので、更新は

原則として認められません。 

３） 主治医診療報告書の作成に当たっては、診断に至った

根拠（検査結果、鑑別診断等）について、なるべく詳細に

ご記入ください。特に上記２項の例外に当たる場合には、

より詳細な説明をお願いいたします。 

・ 主治医診療報告書の記入内容又は症状詳記、検査結果

等について、確認のため資料の提出依頼や問い合わせ

をすることがあります。 

 

（２） ぜん息性気管支炎の「診療状況等」の記入方法 

① 申請に係る疾病名 
上記の「（１）概念」を参考に、ぜん息性気管支炎と診断された

場合に主治医診療報告書の申請に係る疾病欄の「２ ぜん息性

気管支炎」に○印を付けてください。 

② 発症時期 
発症（年齢・時期）について、判明する範囲でご記入ください

（診断した医療機関と現在の医療機関が異なる場合は紹介状や

問診にて記載してください。判明しない場合には、不明と記載し

てください。）。 

 

（記入例：令和７年８月申請：２歳６ヶ月 発症時期が令和６年９月） 

間の２年が経過する間に、他の疾病（気管支ぜん息等）

の診断が確定していることが考えられますので、更新は

原則として認められません。 

３） 主治医診療報告書の作成に当たっては、診断に至った

根拠（検査結果、鑑別診断等）について、なるべく詳細に

ご記入ください。特に上記２項の例外に当たる場合には、

より詳細な説明をお願いいたします。 

・ 主治医診療報告書の記入内容又は症状詳記、検査結果

等について、確認のため資料の提出依頼や問い合わせ

をすることがあります。 

 

（２） ぜん息性気管支炎の「診療状況等」の記入方法 

① 申請に係る疾病名 
上記の「（１）概念」を参考に、ぜん息性気管支炎と診断された

場合に主治医診療報告書の申請に係る疾病欄の「２ ぜん息性

気管支炎」に○印を付けてください。 

② 発症時期 
発症（年齢・時期）について、判明する範囲でご記入ください

（診断した医療機関と現在の医療機関が異なる場合は紹介状や

問診にて記載してください。判明しない場合には、不明と記載し

てください。）。 

 

（記入例：平成20年８月申請：２歳６ヶ月 発症時期が平成19年９月） 
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③ 最近１年間の上記申請疾病に係る受診状況 
ア 入院 

入院の有無について記載してください。有の場合には最近

１年間の回数を記載してください（入院延べ日数ではないので

ご注意ください。）。 

かぜや肺炎、アレルギー性鼻炎、アトピー性皮膚炎、その

他感染症、食中毒など申請疾病以外による入院回数は含み

ません。 

イ 通院 

受診回数について記載してください。定期的な受診では

ない場合もありますが、最近 1 年間のおおよその平均回数に

て記載してください。入院と同様、かぜや肺炎、アレルギー

性鼻炎、アトピー性皮膚炎など申請疾病以外による受診回

数は含みません。 

＊記入期間は記入する月を含めて最近 1 年間です。 

１ 年に   回程度：２から３か月に１回など受診間隔が月１

回受診よりも受診間隔が長い場合 

２ 月に   回程度：平均して月に１回以上受診している場

合 

３ 週に   回程度：平均して週に１回以上受診している場

合 

 

 

③ 最近１年間の上記申請疾病に係る受診状況 
ア 入院 

入院の有無について記載してください。有の場合には最近

１年間の回数を記載してください（入院延べ日数ではないので

ご注意ください。）。 

かぜや肺炎、アレルギー性鼻炎、アトピー性皮膚炎、その

他感染症、食中毒など申請疾病以外による入院回数は含み

ません。 

イ 通院 

受診回数について記載してください。定期的な受診では

ない場合もありますが、最近 1 年間のおおよその平均回数に

て記載してください。入院と同様、かぜや肺炎、アレルギー

性鼻炎、アトピー性皮膚炎など申請疾病以外による受診回

数は含みません。 

＊記入期間は記入する月を含めて最近 1 年間です。 

１ 年に   回程度：２から３か月に１回など受診間隔が月１

回受診よりも受診間隔が長い場合 

２ 月に   回程度：平均して月に１回以上受診している場

合 

３ 週に   回程度：平均して週に１回以上受診している場

合 

　1 慢性気管支炎　 2 ぜん息性気管支炎　　3 肺気しゅ 歳 7 か月ごろ

　4 続発症（                                  ） 年 月ごろ令和６ 9

申請に係る
疾病名

発症時期
1 　1 慢性気管支炎　 2 ぜん息性気管支炎　　3 肺気しゅ 歳 7 か月ごろ

　4 続発症（                                  ） 年 月ごろ令和６ 9

申請に係る
疾病名

発症時期
1
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（記入例：令和 7 年８月申請で令和６年９月と 10 月に１回ずつ入院、通

院は平均で２週間に１回程度） 

最近１年間の上記申請疾病に係る受診状況 （該当する項目にチェッ

クをして数字を記入してください。） 

入院 1 ☑ あり （   ２  回）        2 □ なし 

通院 
1 □ 年に   回程度   2 ☑ 月に２ 回程度   

3 □ 週に  回程度 

 
④ 症状等  

ア 「１」から「５」までのうち、該当するものすべてにチェックして

ください。 

イ 他の症状がある場合はその他特記事項に記載してください 

（記入例：すべての項目が該当する場合） 

ぜん息性気管支炎で申請する場合は、１から 5 までのうち該当する症状

にチェックしてください（複数選択可）。 

症 

状 

等 

1 ☑ ぜん鳴は他の心肺疾患など、明らかな先天性異常、発達異常によら

ない。 

2 ☑ ぜん鳴又はぜん息発作が２年以内にあった。 

3 ☑ 主として低音性のぜん鳴を聴取する。 

4 ☑ 医師の治療を要する気管支炎を１年に４回以上繰り返している。 

5 ☑ 吸気性陥没、鼻翼呼吸、著明な呼気延長、起座呼吸、チアノーゼな

ど努力性呼吸はないか、あっても軽い。 

 

（記入例：平成 20 年８月申請で平成 19 年９月と 10 月に１回ずつ入院、

通院は平均で２週間に１回程度） 

最近１年間の上記申請疾病に係る受診状況 （該当する項目にチェッ

クをして数字を記入してください。） 

入院 1 ☑ あり （   ２  回）        2 □ なし 

通院 
1 □ 年に   回程度   2 ☑ 月に２ 回程度   

3 □ 週に  回程度 

 
④ 症状等  

ア 「１」から「５」までのうち、該当するものすべてにチェックして

ください。 

イ 他の症状がある場合はその他特記事項に記載してください 

（記入例：すべての項目が該当する場合） 

ぜん息性気管支炎で申請する場合は、１から 5 までのうち該当する症状

にチェックしてください（複数選択可）。 

症 

状 

等 

1 ☑ ぜん鳴は他の心肺疾患など、明らかな先天性異常、発達異常によら

ない。 

2 ☑ ぜん鳴又はぜん息発作が２年以内にあった。 

3 ☑ 主として低音性のぜん鳴を聴取する。 

4 ☑ 医師の治療を要する気管支炎を１年に４回以上繰り返している。 

5 ☑ 吸気性陥没、鼻翼呼吸、著明な呼気延長、起座呼吸、チアノーゼな

ど努力性呼吸はないか、あっても軽い。 
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主治医診療報告書（３疾患）の手引 新旧対照表 

 
⑤ 治療等 

ア 現在の治療内容について、処方（薬品名､量､使用法）等を

具体的に記入してください。 

イ 現在の治療内容に加えて、診断に至った経過、理由及び

鑑別診断などを記入してください。 

ウ 欄内に記入するのが困難な場合は、症状詳記を添付してく

ださい。 

（記入例） 

 

治 

療 

等 

現在の治療内容を薬品名､量及び使用法等について具体的に記載して

ください。また、診断に至った経過、 

理由及び鑑別診断についても記載してください。 

 
⑤ 治療等 

ア 現在の治療内容について、処方（薬品名､量､使用法）等を

具体的に記入してください。 

イ 現在の治療内容に加えて、診断に至った経過、理由及び

鑑別診断などを記入してください。 

ウ 欄内に記入するのが困難な場合は、症状詳記を添付してく

ださい。 

（記入例） 

 

治 

療 

等 

現在の治療内容を薬品名､量及び使用法等について具体的に記載して

ください。また、診断に至った経過、 

理由及び鑑別診断についても記載してください。 

令和 6 年 9 月（1 歳 7 ヶ月時）にぜん鳴、咳嗽が持続

するとの主訴で受診。診察時にぜん鳴を聴取し、△（薬品

名）□（薬品名）を処方し改善した。2 ヶ月に 1 回は上記の

気管支炎症状を呈し来院治療を行っている。胸部エック

ス線では異常所見はなく、特異的IgE検査ではダニ・ハウ

スダストは陰性であり、ぜん息性気管支炎と診断した。気

管支ぜん息の前駆症状であることを完全には否定できな

いため、今後も気管支ぜん息への移行に関しては注意深

くフォローする予定である。 

平成 19 年 9 月（1 歳 7 ヶ月時）にぜん鳴、咳嗽が持続

するとの主訴で受診。診察時にぜん鳴を聴取し、△（薬品

名）□（薬品名）を処方し改善した。2 ヶ月に 1 回は上記の

気管支炎症状を呈し来院治療を行っている。胸部エック

ス線では異常所見はなく、特異的IgE検査ではダニ・ハウ

スダストは陰性であり、ぜん息性気管支炎と診断した。気

管支ぜん息の前駆症状であることを完全には否定できな

いため、今後も気管支ぜん息への移行に関しては注意深

くフォローする予定である。 
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主治医診療報告書（３疾患）の手引 新旧対照表 

（３） ぜん息性気管支炎の「医学的検査結果」の記入方法 

① 「医学的検査結果」欄の性格 
「医学的検査結果」欄には、ぜん息性気管支炎の診断・治療

に際して一般に実施される検査項目を掲げてあります。実施し

た医学的検査については、任意検査項目も含めてその結果を

記入してください。 

② 新規申請の場合の必須検査項目 
新規申請の場合、申請疾病別の必須検査は以下のとおりで

す。検査結果を必ず記入してください。 

     検査の種類と有効期間 

必須検査項目 
検査の有効期間 

（主治医診療報告書の発行日基準） 

【血液検査】 

白血球数、血液

像（好酸球比率）、

血清総 IgE（非特異

的 IgE） 

発行日の過去６か月以内 

【アレルゲン検査】 

【胸部エックス線検

査】 
発行日の過去３か月以内 

 
③ 更新申請の場合の検査項目 

更新申請の場合は、医学的検査結果の記入は任意です。診

（３） ぜん息性気管支炎の「医学的検査結果」の記入方法 

① 「医学的検査結果」欄の性格 
「医学的検査結果」欄には、ぜん息性気管支炎の診断・治療

に際して一般に実施される検査項目を掲げてあります。実施し

た医学的検査については、任意検査項目も含めてその結果を

記入してください。 

② 新規申請の場合の必須検査項目 
新規申請の場合、申請疾病別の必須検査は以下のとおりで

す。検査結果を必ず記入してください。 

     検査の種類と有効期間 

必須検査項目 
検査の有効期間 

（主治医診療報告書の発行日基準） 

【血液検査】 

白血球数、血液

像(Eo:好酸球％)、

非特異的 IgE 

発行日の過去６か月以内 

【アレルゲン検査】 

【胸部エックス線検

査】 
発行日の過去３か月以内 

 
 
③ 更新申請の場合の検査項目 

更新申請の場合は、医学的検査結果の記入は任意です。診
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主治医診療報告書（３疾患）の手引 新旧対照表 

断・治療に際しておおむねこの２年間に医学的検査を実施した

場合は、検査データを記入してください。 

④ 各検査項目の留意点 
ア 血液検査（白血球数、血液像（好酸球比率）、血清総 IgE

（非特異的 IgE）） 

新規申請の場合では、必ず検査結果及び検査日を明記し

てください。 

        （記入例：令和７年 12 月 16 日に検査を行った場合） 

 

 

 

イ アレルゲン検査 

新規申請の場合では、必ず検査結果及び検査日を記入し

てください。なお。診断の際に行った検査結果でもかまいませ

ん。 

（ア） 検査方法は、「Ａ 血液検査（特異的 IgE 抗体、その

他）」又は「Ｂ 皮膚テスト（スクラッチ、プリック、皮内）」の

いずれかを選択して、実施したものに○印を付けてくださ

い。検査方法の選択については、患者または保護者の

同意を得た上で、必要と思われるものについて検査をお

願いします。 

断・治療に際しておおむねこの２年間に医学的検査を実施した

場合は、検査データを記入してください。 

④ 各検査項目の留意点 
ア 血液検査（白血球数、血液像(E0:好酸球％)、非特異的

IgE） 

新規申請の場合では、必ず検査結果及び検査日を明記し

てください。 

        （記入例：令和７年 12 月 16 日に検査を行った場合） 

 

 

 

イ アレルゲン検査 

新規申請の場合では、必ず検査結果及び検査日を記入し

てください。なお。診断の際に行った検査結果でもかまいませ

ん。 

（ア） 検査方法は、「Ａ 血液検査（特異的 IgE 抗体、その

他）」又は「Ｂ 皮膚テスト（スクラッチ、プリック、皮内）」の

いずれかを選択して、実施したものに○印を付けてくださ

い。検査方法の選択については、患者または保護者の

同意を得た上で、必要と思われるものについて検査をお

願いします。 

1 %

　(検査日令和7年12 月16 日)

4000　/μl 血液像（末梢血好酸球比率）

50
血清総ＩｇＥ

白 血 球 数

IU/ml

　血液検査結果 検査日 令和７年12月16日

1 %

　(検査日令和7年12 月16 日)

4000　/μl 血液像（末梢血好酸球比率）

50
血清総ＩｇＥ

白 血 球 数

IU/ml

　血液検査結果 検査日 令和７年12月16日
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主治医診療報告書（３疾患）の手引 新旧対照表 

（イ） 「Ａ 血液検査（特異的IgE抗体、その他）」、「Ｂ 皮膚

テスト（スクラッチ、プリック、皮内）」のいずれかを選択した

場合に、「１ ダニ」又は「２ ハウスダスト」のいずれか１つ

は必須とします。 

（ウ） 検査結果（判定）は、上記（イ）に加え、「１ ダニ」の場

合は「１ クラス」又は「「２その他」に☑をつけ、クラスに○

を付けるか( )内に検査結果を、「２ ハウスダスト」の場合

は、「１ 陰性」、「２ 陽性」又は「３ その他」に☑をつけ、

その他を選択した場合は（ ）内に詳細を記入してくださ

い。 

       （記入例） 

 
ウ 呼吸機能検査（任意検査） 

呼吸機能検査は新規、更新ともに必須検査ではありません

が、検査データがありましたら記入してください。また、カッコ

内は、正常予測値との比率（％）を記載してください。 

（イ） 「Ａ 血液検査（特異的IgE抗体、その他）」、「Ｂ 皮膚

テスト（スクラッチ、プリック、皮内）」のいずれかを選択した

場合に、「１ ダニ」又は「２ ハウスダスト」のいずれか１つ

は必須とします。 

（ウ） 検査結果（判定）は、上記（イ）に加え判定欄の「1 陽

性」、「2 疑陽性」及び「3 陰性」のいずれかに〇印を付け

てください。実施した検査のうち一つでも陽性があれば「1

陽性」としてください。 

 

       （記入例） 

 

 

 

ウ 呼吸機能検査（任意検査） 

呼吸機能検査は新規、更新ともに必須検査ではありません

が、検査データがありましたら記入してください。また、カッコ

内は、正常予測値との比率（％）を記載してください。 

　アレルゲン検査結果 検査日　令和７年１２月１６日

（いずれかを選択） （検査した項目を選択）

 B  □　皮膚テスト
１□　ダニ

１□　陽性
２□　陰性
３□　その他（　　　　　　　　）　　□スクラッチ

　　□プリック
　　□皮内

２□　ハウスダスト
１□　陽性
２□　陰性
３□　その他（　　　　　　　　）

 A  ☑　血液検査
１☑　ダニ

１☑　クラス　０・１・２・３・４・５・６
　　　　　　　*該当するクラスに〇

２□　その他（　　　　　　　　　 　）
　　☑特異的IgE抗体
　　□その他（　　　　　　　　　　）

2□ ハウス
ダスト

１□　クラス　０・１・２・３・４・５・６
　　　　　　　*該当するクラスに〇

２□　その他（　　　　　　　　　 　）

　アレルゲン検査結果 検査日　令和　7　年　12　月　16　日

 A 血液検査
 １　ダニ

 〔特異的ＩｇＥ抗体

　その他（　　　）〕

 ２　ハウスダスト
 B 皮膚テスト
 〔ｽｸﾗｯﾁ、ﾌﾟﾘｯｸ、
　皮内〕

検
査
結
果

（いずれかを選択）

検
査
方
法

１　クラス（　　3　　）
２　その他（　　　　）

１　陰性
２　陽性
３　その他（　　　　）
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主治医診療報告書（３疾患）の手引 新旧対照表 

 

２ 慢性気管支炎 
 

（１） 概 念 

小児における慢性気管支炎については、疾病の定義が明らか

でないため、本医療費助成制度における「慢性気管支炎」とは、

慢性・持続性の喀痰を伴った咳が、少なくとも６か月間以上ほとん

ど毎日症状が持続するもので、気管支ぜん息が除外できるものを

いいます。 
（注） １） 「咳は出るが痰はほとんど出ない」、「ときどき咳がでる

だけ」といったものは、慢性気管支炎ではないと考えられ

ます。 

２） 小児では非常にまれと考えられますので、主治医診療

報告書の作成に当たっては、診断に至った根拠（検査結

果、鑑別診断等）について、その他の特記事項の欄にな

るべく詳細な御記入をお願いします。 

 

（２） 慢性気管支炎の「診療状況等」の記入方法 

① 申請に係る疾病   

上記の「（１）概念」を参考に、慢性気管支炎と診断した場合に

主治医診療報告書の申請に係る疾病欄の「１ 慢性気管支炎」

に○印を付けてください。 

② 発症時期 

 

２ 慢性気管支炎 
 

（１） 概 念 

小児における慢性気管支炎については、疾病の定義が明らか

でないため、本医療費助成制度における「慢性気管支炎」とは、

慢性・持続性の喀痰を伴った咳が、少なくとも６か月間以上ほとん

ど毎日症状が持続するもので、気管支ぜん息が除外できるものを

いいます。 
（注） １） 「咳は出るが痰はほとんど出ない」、「ときどき咳がでる

だけ」といったものは、慢性気管支炎ではないと考えられ

ます。 

２） 小児では非常にまれと考えられますので、主治医診療

報告書の作成に当たっては、診断に至った根拠（検査結

果、鑑別診断等）について、その他の特記事項の欄にな

るべく詳細な御記入をお願いします。 

 

（２） 慢性気管支炎の「診療状況等」の記入方法 

① 申請に係る疾病   

上記の「（１）概念」を参考に、慢性気管支炎と診断した場合に

主治医診療報告書の申請に係る疾病欄の「１ 慢性気管支炎」

に○印を付けてください。 

② 発症時期 

12



主治医診療報告書（３疾患）の手引 新旧対照表 

発症（年齢・時期）について、判明する範囲でご記入ください

（診断した医療機関と現在の医療機関が異なる場合は紹介状や

問診にて記載してください。判明しない場合には、不明と記載し

てください。）。 

（記入例：令和７年８月申請：15 歳 慢性気管支炎で、発症時期が令

和 3 年 10 月） 

 

③ 最近１年間の上記申請疾病に係る受診状況 

ア 入院 

入院の有無について記載してください。有の場合には最

近１年間の回数を記載してください（入院延べ日数ではない

のでご注意ください。）。 

かぜや肺炎、アレルギー性鼻炎、アトピー性皮膚炎、その

他骨折、食中毒などの申請疾病以外による入院回数は含み

ません。 

イ 通院 

受診回数について記載してください。定期的な受診では

ない場合もありますが、最近１年間のおおよその平均回数に

て記載してください。入院同様、かぜや肺炎、アレルギー性

鼻炎、アトピー性皮膚炎などの申請疾病以外による受診回

数は含みません。 

＊記入期間は記入する月を含めて最近１年間です。 

１ 年に   回程度：２から３か月に１回など受診間隔が月１

発症（年齢・時期）について、判明する範囲でご記入ください

（診断した医療機関と現在の医療機関が異なる場合は紹介状や

問診にて記載してください。判明しない場合には、不明と記載し

てください。）。 

（記入例：平成 20 年８月申請：15 歳 慢性気管支炎で、発症時期が

平成 18 年 10 月） 

 

③ 最近１年間の上記申請疾病に係る受診状況 

ア 入院 

入院の有無について記載してください。有の場合には最

近１年間の回数を記載してください（入院延べ日数ではない

のでご注意ください。）。 

かぜや肺炎、アレルギー性鼻炎、アトピー性皮膚炎、その

他骨折、食中毒などの申請疾病以外による入院回数は含み

ません。 

イ 通院 

受診回数について記載してください。定期的な受診では

ない場合もありますが、最近１年間のおおよその平均回数に

て記載してください。入院同様、かぜや肺炎、アレルギー性

鼻炎、アトピー性皮膚炎などの申請疾病以外による受診回

数は含みません。 

＊記入期間は記入する月を含めて最近１年間です。 

１ 年に   回程度：２から３か月に１回など受診間隔が月１

　1 慢性気管支炎　 2 ぜん息性気管支炎　　3 肺気しゅ 歳 か月ごろ

　4 続発症（                                  ） 年 月ごろ

11

令和３ 10

申請に係る

疾病名
発症時期

　1 慢性気管支炎　 2 ぜん息性気管支炎　　3 肺気しゅ 歳 か月ごろ

　4 続発症（                                  ） 年 月ごろ

11

令和３ 10

申請に係る

疾病名
発症時期

13



主治医診療報告書（３疾患）の手引 新旧対照表 

回受診よりも受診間隔が長い場合 

２ 月に   回程度：平均して月に１回以上受診している場

合 

３ 週に   回程度：平均して週に１回以上受診している場

合 

 

（記入例：令和７年８月申請で令和６年 12 月、令和７年１月、２月に各月

1 回ずつ入院、通院は平均で１週間に１回程度） 

最近１年間の上記申請疾病に係る受診状況 （該当する項目にチェッ

クをして数字を記入してください。） 

入院 1 ☑ あり （    ３ 回）        2 □ なし 

通院 
1 □ 年に   回程度   2 □ 月に  回程度   

3 ☑ 週に １回程度 

 

④ 症状等 

ア 「６」、「７」のうち、該当するものすべてにチェックしてくださ

い。 

イ 他の症状がある場合はその他特記事項に記載してくださ

い。 

（記入例：すべての項目が該当する場合） 

慢性気管支炎で申請する場合は、６及び７のうち該当する症状にチェッ

クしてください（複数選択可）。 

症 状 等 6 ☑ 湿性咳嗽（しっせいがいそう）が 6 か月以上持続する。 

回受診よりも受診間隔が長い場合 

２ 月に   回程度：平均して月に１回以上受診している場

合 

３ 週に   回程度：平均して週に１回以上受診している場

合 

 

（記入例：平成 20 年８月申請で平成 20 年 12 月、令和７年１月、２月に

各月 1 回ずつ入院、通院は平均で１週間に１回程度） 

最近１年間の上記申請疾病に係る受診状況 （該当する項目にチェッ

クをして数字を記入してください。） 

入院 1 ☑ あり （    ３ 回）        2 □ なし 

通院 
1 □ 年に   回程度   2 □ 月に  回程度   

3 ☑ 週に １回程度 

 

④ 症状等 

ア 「６」、「７」のうち、該当するものすべてにチェックしてくださ

い。 

イ 他の症状がある場合はその他特記事項に記載してくださ

い。 

（記入例：すべての項目が該当する場合） 

慢性気管支炎で申請する場合は、６及び７のうち該当する症状にチェッ

クしてください（複数選択可）。 

症 状 等 6 ☑ 湿性咳嗽（しっせいがいそう）が 6 か月以上持続する。 
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7 ☑ 気管支ぜん息ではない。 

 

⑤ 治療等 

ア 現在の治療内容について、処方（薬品名､量､使用法）等を

具体的に記入してください。 

イ 現在の治療内容に加えて、診断に至った経過、理由及び

鑑別診断について記入してください。 

ウ 欄内に記入するのが困難な場合は、症状詳記を添付してく

ださい。 

（記入例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 慢性気管支炎の「医学的検査結果」の記入方法 

① 「医学的検査結果」欄の性格 

「医学的検査結果」欄には、対象疾病の診断・治療に際し

て一般に実施される検査項目を掲げてあります。実施した医

7 ☑ 気管支ぜん息ではない。 

 

⑤ 治療等 

ア 現在の治療内容について、処方（薬品名､量､使用法）等を

具体的に記入してください。 

イ 現在の治療内容に加えて、診断に至った経過、理由及び

鑑別診断について記入してください。 

ウ 欄内に記入するのが困難な場合は、症状詳記を添付してく

ださい。 

（記入例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 慢性気管支炎の「医学的検査結果」の記入方法 

① 「医学的検査結果」欄の性格 

「医学的検査結果」欄には、対象疾病の診断・治療に際し

て一般に実施される検査項目を掲げてあります。実施した医

令和５年 10 月（１０歳時）に喀痰を伴う咳嗽が持続する

ため、受診した。胸部エックス線に異常所見はなく、特異

的 IgE 検査でダニ・ハウスダストは陰性、採血では白血球

6,000 /μl、CRP 0.1 mg/dl であった。ぜん鳴は聴取せず、

気道感染症や気管支ぜん息は否定的であった。気管支

炎として、△（薬品名）□（薬品名）を処方するも改善せ

ず、月 1 回以上は気管支炎に対する加療を要した。症状

はときに増悪し、年 3 回入院した。湿性咳嗽が 6 ヶ月以上

持続したため、慢性気管支炎と診断した 

平成 18 年 10 月（１０歳時）に喀痰を伴う咳嗽が持続す

るため、受診した。胸部エックス線に異常所見はなく、特

異的 IgE 検査でダニ・ハウスダストは陰性、採血では白血

球 6,000 /μl、CRP 0.1 mg/dl であった。ぜん鳴は聴取せ

ず、気道感染症や気管支ぜん息は否定的であった。気

管支炎として、△（薬品名）□（薬品名）を処方するも改善

せず、月 1 回以上は気管支炎に対する加療を要した。症

状はときに増悪し、年 3 回入院した。湿性咳嗽が 6 ヶ月以

上持続したため、慢性気管支炎と診断した 

15
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学的検査については、任意検査項目も含めてその結果を記

入してください。 

 

② 新規申請の場合の必須検査項目 

新規申請の場合、申請疾病別の必須検査は以下のとおり

です。検査結果を必ず記入してください。 

検査の種類と有効期間 

必須検査項目 
検査の有効期間 

（主治医診療報告書の発行日基準） 

【血液検査】 

白血球数、血液

像（好酸球比率）、

血清総 IgE（非特異

的 IgE） 

発行日の過去６か月以内 

【アレルゲン検査】 

【胸部エックス線検

査】 
発行日の過去３か月以内 

 
③ 更新申請の場合の検査項目 

更新申請の場合は、医学的検査結果の記入は任意です。

診断・治療に際して医学的検査を実施した場合は、検査デー

タを記入してください。 

④ 各検査項目の留意点 

学的検査については、任意検査項目も含めてその結果を記

入してください。 

 

② 新規申請の場合の必須検査項目 

新規申請の場合、申請疾病別の必須検査は以下のとおり

です。検査結果を必ず記入してください。 

検査の種類と有効期間 

必須検査項目 
検査の有効期間 

（主治医診療報告書の発行日基準） 

【血液検査】 

白血球数、血液

像(Eo:好酸球%)、

非特異的 IgE 

発行日の過去６か月以内 

【アレルゲン検査】 

【胸部エックス線検

査】 
発行日の過去３か月以内 

 
 

③ 更新申請の場合の検査項目 
更新申請の場合は、医学的検査結果の記入は任意です。

診断・治療に際して医学的検査を実施した場合は、検査デー

タを記入してください。 

④ 各検査項目の留意点 
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ア 血液検査（白血球数、血液像（好酸球比率）、血清総

IgE（非特異的 IgE）） 

新規申請の場合では、必ず検査結果を記入してくださ

い。検査日を明記してください。 

       （記入例：申請日令和７年 12 月、令和７年 12 月 16 日に検

査を行った場合） 

 

 
イ 「アレルゲン検査結果」 

新規申請の場合では、必ず検査結果を記入してくださ

い。検査日を明記してください。 

（ア） 検査方法は、「Ａ 血液検査（特異的 IgE 抗体、そ

の他）」又は「Ｂ 皮膚テスト（スクラッチテスト、プリックテ

スト、皮内反応）」のいずれかを選択して、実施したもの

に○印を付けてください（検査方法の選択について

は、患者または保護者の同意を得た上で、必要と思わ

れるものについて検査をお願いします。）。 

（イ） 「Ａ 血液検査（特異的 IgE 抗体、その他）」、「Ｂ 皮

膚テスト（スクラッチ、プリック、皮内）」のいずれかを選

択した場合に、「１ ダニ」又は「２ ハウスダスト」のいず

れか１つは必須とします。 

（ウ） 検査結果（判定）は、上記（イ）に加え、「１ ダニ」の場

ア 血液検査（白血球数、血液像(Eo:好酸球%)、非特異的

IgE） 

新規申請の場合では、必ず検査結果を記入してくださ

い。検査日を明記してください。 

       （記入例：申請日平成 20 年 9 月、平成 20 年 9 月 10 日に検

査を行った場合） 

 

 

イ 「アレルゲン検査結果」 

新規申請の場合では、必ず検査結果を記入してくださ

い。検査日を明記してください。 

（ア） 検査方法は、「Ａ 血液検査（特異的 IgE 抗体、そ

の他）」又は「Ｂ 皮膚テスト（スクラッチテスト、プリックテ

スト、皮内反応）」のいずれかを選択して、実施したもの

に○印を付けてください（検査方法の選択について

は、患者または保護者の同意を得た上で、必要と思わ

れるものについて検査をお願いします。）。 

（イ） 「Ａ 血液検査（特異的 IgE 抗体、その他）」、「Ｂ 皮

膚テスト（スクラッチ、プリック、皮内）」のいずれかを選

択した場合に、「１ ダニ」又は「２ ハウスダスト」のいず

れか１つは必須とします。 

（ウ） 検査結果（判定）は、上記（イ）に加え判定欄の「1 陽

2 %

　(検査日令和7年12 月16 日)

白 血 球 数 6000　/μl 血液像（末梢血好酸球比率）

血清総ＩｇＥ
50 IU/ml

　血液検査結果 検査日 令和７年12月16日

2 %

　(検査日令和7年12 月16 日)

白 血 球 数 6000　/μl 血液像（末梢血好酸球比率）

血清総ＩｇＥ
50 IU/ml

　血液検査結果 検査日 令和７年12月16日
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合は「１ クラス」又は「「２その他」に☑をつけ、クラスに○

を付けるか( )内に検査結果を、「２ ハウスダスト」の場合

は、「１ 陰性」、「２ 陽性」又は「３ その他」に☑をつけ、

その他を選択した場合は（ ）内に詳細を記入してくださ

い。 

       （記入例） 

 
 

ウ 呼吸機能検査（任意検査） 

呼吸機能検査は新規、更新ともに必須検査ではありませ

んが、検査データがありましたら記入してください。また、カ

ッコ内は、正常予測値との比率（％）を記載してください。 

 

３ 肺気しゅ 
 

性」、「2 疑陽性」及び「3 陰性」のいずれかに〇印を付け

てください。実施した検査のうち一つでも陽性があれば「1

陽性」としてください。 

 

 

       （記入例） 

 

 

 

 

ウ 呼吸機能検査（任意検査） 

呼吸機能検査は新規、更新ともに必須検査ではありませ

んが、検査データがありましたら記入してください。また、カ

ッコ内は、正常予測値との比率（％）を記載してください。 

 

３ 肺気しゅ 
 

　アレルゲン検査結果 検査日　令和７年１２月１６日

（いずれかを選択） （検査した項目を選択）

 B  □　皮膚テスト
１□　ダニ

１□　陽性
２□　陰性
３□　その他（　　　　　　　　）　　□スクラッチ

　　□プリック
　　□皮内

２□　ハウスダスト
１□　陽性
２□　陰性
３□　その他（　　　　　　　　）

 A  ☑　血液検査
１☑　ダニ

１☑　クラス　０・１・２・３・４・５・６
　　　　　　　*該当するクラスに〇

２□　その他（　　　　　　　　　 　）
　　☑特異的IgE抗体
　　□その他（　　　　　　　　　　）

2□ ハウス
ダスト

１□　クラス　０・１・２・３・４・５・６
　　　　　　　*該当するクラスに〇

２□　その他（　　　　　　　　　 　）

　アレルゲン検査結果 検査日　令和　7　年　12　月　16　日

 A 血液検査
 １　ダニ

 〔特異的ＩｇＥ抗体

　その他（　　　）〕

 ２　ハウスダスト
 B 皮膚テスト
 〔ｽｸﾗｯﾁ、ﾌﾟﾘｯｸ、
　皮内〕

検
査
結
果

（いずれかを選択）

検
査
方
法

１　クラス（　　3　　）
２　その他（　　　　）

１　陰性
２　陽性
３　その他（　　　　）
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肺気しゅについては、小児の場合では先天性 α１アンチトリプシン

欠損症によるものを含めても極めてまれと考えられます。 
肺気しゅにおいては、必須検査として呼吸機能検査（発行日の過

去１か月以内、ただし７歳未満は省略可能）と胸部エックス線検査(発

行日の過去 3 か月以内)を行い、「治療等」に処方（薬品名､量､使用

法）、診断に至った症状、検査結果（α１アンチトリプシン、呼吸機能

検査など）、経過、理由及び鑑別診断について等を具体的に記入し

てください。 
（注） １） 小児では極めてまれと考えられますので、診断に至った

根拠（検査結果、鑑別診断等）について、なるべく詳細なご

記入をお願いします。 

２） 主治医診療報告書の記入内容又は症状詳記、検査結果

等について、確認のため資料の提出依頼や問い合わせを

することがあります。 

 

４ 続発症 

 

本医療費助成の対象となる続発症は、認定されている対象疾病を

原疾病とする疾病です。具体的には、肺気しゅを原疾病として二次

的におこる「肺性心」等が挙げられますが、限られたものです。 
感冒（かぜ症候群）やインフルエンザ、肺炎、気管支炎、あるいは

アレルギー性鼻炎、アトピー性皮膚炎、そして薬剤の副作用による胃

潰瘍等、対象疾病に併発した疾病等は、対象疾病の続発症ではあり

肺気しゅについては、小児の場合では先天性 α１アンチトリプシン

欠損症によるものを含めても極めてまれと考えられます。 
肺気しゅにおいては、必須検査として呼吸機能検査（発行日の過

去１か月以内、ただし７歳未満は省略可能）と胸部エックス線検査(発

行日の過去 3 か月以内)を行い、「治療等」に処方（薬品名､量､使用

法）、診断に至った症状、検査結果（α１アンチトリプシン、呼吸機能

検査など）、経過、理由及び鑑別診断について等を具体的に記入し

てください。 
（注） １） 小児では極めてまれと考えられますので、診断に至った

根拠（検査結果、鑑別診断等）について、なるべく詳細なご

記入をお願いします。 

２） 主治医診療報告書の記入内容又は症状詳記、検査結果

等について、確認のため資料の提出依頼や問い合わせを

することがあります。 

 

４ 続発症 

 

本医療費助成の対象となる続発症は、認定されている対象疾病を

原疾病とする疾病です。具体的には、肺気しゅを原疾病として二次

的におこる「肺性心」等が挙げられますが、限られたものです。 
感冒（かぜ症候群）やインフルエンザ、肺炎、気管支炎、あるいは

アレルギー性鼻炎、アトピー性皮膚炎、そして薬剤の副作用による胃

潰瘍等、対象疾病に併発した疾病等は、対象疾病の続発症ではあり
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ません。 
（注） １） 主治医診療報告書の作成に当たっては、診断に至った根

拠（検査結果、鑑別診断等）について、詳細にご記入くださ

い。 

２） 主治医診療報告書の記入内容又は症状詳記、検査結果

等について、確認のため資料の提出依頼や問い合わせを

することがあります。 

 

ません。 
（注） １） 主治医診療報告書の作成に当たっては、診断に至った根

拠（検査結果、鑑別診断等）について、詳細にご記入くださ

い。 

２） 主治医診療報告書の記入内容又は症状詳記、検査結果

等について、確認のため資料の提出依頼や問い合わせを

することがあります。 
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回
程

度
 B

  
□

　
皮

膚
テ

ス
ト

ぜ
ん

息
性

気
管

支
炎

で
申

請
す

る
場

合
は

、
１

か
ら

5
ま

で
の

う
ち

該
当

す
る

症
状

に
チ

ェ
ッ

ク
し

て
く

だ
さ

い
（複

数
選

択
可

）
。

□
異

常
な

し

1
□

ぜ
ん

鳴
は

他
の

心
肺

疾
患

な
ど

、
明

ら
か

な
先

天
性

異
常

、
発

達
異

常
に

よ
ら

な
い

。
□

病
的

所
見

あ
り

2
□

ぜ
ん

鳴
又

は
ぜ

ん
息

発
作

が
２

年
以

内
に

あ
っ

た
。

□
手

術
痕

□
陳

旧
性

陰
影

□
心

拡
大

3
□

主
と

し
て

低
音

性
の

ぜ
ん

鳴
を

聴
取

す
る

。
□

そ
の

他
の

病
的

所
見

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

4
□

医
師

の
治

療
を

要
す

る
気

管
支

炎
を

１
年

に
４

回
以

上
繰

り
返

し
て

い
る

。
%

5
□

吸
気

性
陥

没
、

鼻
翼

呼
吸

、
著

明
な

呼
気

延
長

、
起

座
呼

吸
、

チ
ア

ノ
ー

ゼ
な

ど
努

力
性

呼
吸

は
な

い
か

、
あ

っ
て

も
軽

い
。

慢
性

気
管

支
炎

で
申

請
す

る
場

合
は

、
６

及
び

７
の

う
ち

該
当

す
る

症
状

に
チ

ェ
ッ

ク
し

て
く

だ
さ

い
（
複

数
選

択
可

）
。

6
□

湿
性
咳
嗽

（
し

っ
せ

い
が

い
そ

う
）
が

6 か
月

以
上

持
続

す
る

。

7
□

気
管

支
ぜ

ん
息

で
は

な
い

。

上
記

の
と

お
り

報
告

し
ま

す
。

年
月

　
  
 日

医
 療

 機
 関

 名

医
療

機
関

所
在

地

㊞

担
当

医
師

　
氏

名

V
C

m
l（

　
　

　
%
）

D
L
C

O

　
　

　
ℓ/

s（
　

　
　

%
）

そ
の

他
特

記
事

項

そ
の

他
の

病
的

所
見

に
チ

ェ
ッ

ク
さ

れ
た

場
合

は
、

申
請

に
係

る
疾

病
と

の
鑑

別
に

つ
い

て
 御

記
入

く
だ

さ
い

。

１
□

　
ダ

ニ
１

□
　

ク
ラ

ス
　

０
・
１

・
２

・
３

・
４

・
５

・
６

　
　

　
　

　
　

　
*
該

当
す

る
ク

ラ
ス

に
〇

２
□

　
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 　
）

2
□

 ハ
ウ

ス
ダ

ス
ト

１
□

　
ク

ラ
ス

　
０

・
１

・
２

・
３

・
４

・
５

・
６

　
　

　
　

　
　

　
*
該

当
す

る
ク

ラ
ス

に
〇

２
□

　
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 　
）

１
□

　
ダ

ニ
１

□
　

陽
性

２
□

　
陰

性
３

□
　

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
）

 A
  
□

　
血

液
検

査

　
　

□
特

異
的

Ig
E
抗

体
　

　
□

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

住
  
  
所

白
血

球
数

　
　

　
　

　
　

　
/
μ

l
血

液
像

（
好

酸
球

比
率

）
撮

影
日

　
　

　
年

　
　

月
　

　
日

主
 治

 医
 診

 療
 報

 告
 書

 （
 １

 ８
 歳

 未
 満

　
を

 対
 象

 と
 す

 る
 慢

性
気

管
支

炎
・
ぜ

ん
息

性
気

管
支

炎
・
肺

気
し

ゅ
用

 ）

生
年

月
日

平
成

・
令

和
　

　
　

  
  
 年

　
　

　
　

月
日

  
  
  
  
  
  
　

  
 (

満
　

　
　

　
　

　
　

　
　

才
）

氏
  
  
名

医
 学

 的
 検

 査
 結

 果
　

　
（
注

）
１

　
血

液
検

査
結

果
検

査
日

　
　

　
年

　
　

月
　

　
日

（
注

）
　

　
診

療
状

況
等

は
現

在
の

治
療

の
内

容
に

つ
い

て
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

症 　 状 　 等

　
　

　
ℓ/

s（
　

　
　

%
）

　
　

%

m
l（

　
　

　
%
）

新
規

申
請

の
場

合
は

、
次

の
検

査
結

果
を

必
ず

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
（
1
）
　

ぜ
ん

息
性

気
管

支
炎

、
慢

性
気

管
支

炎
の

新
規

申
請

　
　

①
　

血
液

検
査

結
果

及
び

ア
レ

ル
ゲ

ン
検

査
結

果
（
過

去
６

か
月

以
内

の
検

査
結

果
）

　
  
②

　
胸

部
エ

ッ
ク

ス
線

検
査

結
果

（
過

去
３

か
月

以
内

の
検

査
結

果
）

（
2
）
　

肺
気

し
ゅ

の
新

規
申

請
　

　
①

　
呼

吸
機

能
検

査
結

果
（
過

去
１

か
月

以
内

の
検

査
結

果
、

7歳
未

満
は

省
略

可
）

　
　

②
　

胸
部

エ
ッ

ク
ス

線
検

査
結

果
（
過

去
３

か
月

以
内

の
検

査
結

果
）

（
注

）
１

　
 更

新
申

請
の

場
合

、
医

学
的

検
査

結
果

の
記

入
は

任
意

で
す

。
診

断
・
治

療
　

　
　

　
 に

際
し

て
、

実
施

し
た

検
査

が
あ

る
場

合
は

、
検

査
デ

ー
タ

を
記

入
し

て
下

さ
い

。
（
注

）
２

 　
カ

ッ
コ

内
は

、
正

常
予

測
値

と
の

比
率

（
％

）
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。

V
5
0

V
2
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F
E

V
1
.0

F
E

V
1
.0

%

　
呼

吸
機

能
検

査
結

果
　

（
注

）
２

　
　

　
　

　
検

査
日

　
　

年
　

　
月

　
　

日

　
　

□
ス

ク
ラ

ッ
チ

　
　

□
プ

リ
ッ

ク
　

　
□

皮
内

２
□

　
ハ

ウ
ス

ダ
ス

ト
１

□
　

陽
性

２
□

　
陰

性
３

□
　

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
）

通
院

治  療  等

診
 療

 状
 況

 等

申
請

に
係

る
疾

病
名

発
症

時
期

　 　
　

 現
在

の
治

療
内

容
を

薬
品

名
､量

及
び

使
用

法
等

に
つ

い
て

具
体

的
に

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
ま

た
、

診
断

に
至

っ
た

経
過

、
理

由
及

び
鑑

別
診

断
に

つ
い

て
も

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。

入
院

新
規

・
更

新

・

資料１

・ ・・

※
新

規
又

は
更

新
に

○
印

を
付

け
て

下
さ

い
。

男
・

女

　
胸

部
エ

ッ
ク

ス
線

検
査

結
果

　
ア

レ
ル

ゲ
ン

検
査

結
果

検
査

日
　

　
　

年
　

　
月

　
　

日

　
1
 慢

性
気

管
支

炎
　

 2
 ぜ

ん
息

性
気

管
支

炎
　

　
3
 肺

気
し

ゅ
歳

か
月

ご
ろ

 １
　

陽
性

　
4
 続

発
症

（
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
）

 
年

月
ご

ろ
 A

 血
液

検
査

 １
　

ダ
ニ

 

 最
近

１
年

間
の

上
記

申
請

疾
病

に
係

る
受

診
状

況
　

（
該

当
す

る
項

目
に

チ
ェ

ッ
ク

を
し

て
数

字
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
）

 〔
特

異
的

Ｉｇ
Ｅ

抗
体

 ２
　

疑
陽

性

1
□

あ
り

　
（　

　
　

　
　

　
　

　
　

回
）

2
□

な
し

　
そ

の
他
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）
〕

 ２
　

ハ
ウ

ス
ダ

ス
ト

1
□

年
に

　
　

　
　

　
　

　
　

回
程

度
2

□
月

に
　

　
　

　
　

　
　

　
回

程
度

3
□

週
に

　
　

　
　

　
　

　
　

回
程

度
 ３

　
陰

性

ぜ
ん

息
性

気
管

支
炎

で
申

請
す

る
場

合
は

、
１

か
ら

5
ま

で
の

う
ち

該
当

す
る

症
状

に
チ

ェ
ッ

ク
し

て
く
だ

さ
い

（
複

数
選

択
可

）
。

□
異

常
な

し

1
□

ぜ
ん

鳴
は

他
の

心
肺

疾
患

な
ど

、
明

ら
か

な
先

天
性

異
常

、
発

達
異

常
に

よ
ら

な
い

。
□

2
□

ぜ
ん

鳴
又

は
ぜ

ん
息

発
作

が
２

年
以

内
に

あ
っ

た
。

%
□

手
術

痕
□

陳
旧

性
陰

影
□

心
拡

大

3
□

主
と

し
て

低
音

性
の

ぜ
ん

鳴
を

聴
取

す
る

。
□

そ
の

他
の

病
的

所
見

4
□

医
師

の
治

療
を

要
す

る
気

管
支

炎
を

１
年

に
４

回
以

上
繰

り
返

し
て

い
る

。

5
□

吸
気

性
陥

没
、

鼻
翼

呼
吸

、
著

明
な

呼
気

延
長

、
起

座
呼

吸
、

チ
ア

ノ
ー

ゼ
な

ど
努

力
性

呼
吸

は
な

い
か

、
あ

っ
て

も
軽

い
。

　
そ

の
他

特
記

事
項

慢
性

気
管

支
炎

で
申

請
す

る
場

合
は

、
６

及
び

７
の

う
ち

該
当

す
る

症
状

に
チ

ェ
ッ

ク
し

て
く
だ

さ
い

（
複

数
選

択
可

）
。

6
□

湿
性

咳
嗽

（
し

っ
せ

い
が

い
そ

う
）

が
6 か

月
以

上
持

続
す

る
。

7
□

気
管

支
ぜ

ん
息

で
は

な
い

。

上
記

の
と

お
り

報
告

し
ま

す
。

年
月

　
  
 日

医
 療

 機
 関

 名

医
療

機
関

所
在

地

担
当

医
師

　
氏

名
㊞

m
l（

　
　

　
%
）

m
l （

　
　

　
%
）

検 査 結 果

（
い

ず
れ

か
を

選
択

）

D
L
C

O

V
5
0

V
C

F
E

V
1
.0

検 査 方 法

　
　

 そ
の

他
の

病
的

所
見

に
チ

ェ
ッ

ク
さ

れ
た

場
合

　
 は

、
申

請
に

係
る

疾
病

と
の

鑑
別

に
つ

い
て

　
 御

記
入

く
だ

さ
い

。

病
的

所
見

あ
り

 B
 皮

膚
テ

ス
ト

 〔
ｽ

ｸ
ﾗ
ｯ
ﾁ

、
ﾌ

ﾟﾘ
ｯ
ｸ
、

　
皮

内
〕

主
 治

 医
 診

 療
 報

 告
 書

 （
 １

 ８
 歳

 未
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を
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 象

 と
 す

 る
 慢

性
気

管
支

炎
・
ぜ

ん
息

性
気

管
支

炎
・
肺

気
し

ゅ
用

 ）

（
注

）
　

　
診

療
状

況
等

は
現

在
の

治
療

の
内

容
に

つ
い

て
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

新
規

申
請

の
場

合
は

、
次

の
検

査
結

果
を

必
ず

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
（
1
）
　

ぜ
ん

息
性

気
管

支
炎

、
慢

性
気

管
支

炎
の

新
規

申
請

　
　

①
　

血
液

検
査

結
果

及
び

ア
レ

ル
ゲ

ン
検

査
結

果
（
過

去
６

か
月

以
内

の
検

査
結

果
）

　
  
②

　
胸

部
エ

ッ
ク

ス
線

検
査

結
果

（
過

去
３

か
月

以
内

の
検

査
結

果
）

（
2
）
　

肺
気

し
ゅ

の
新

規
申

請
　

　
①

　
呼

吸
機

能
検

査
結

果
（
過

去
１

か
月

以
内

の
検

査
結

果
、

7
歳

未
満

は
省

略
可
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②

　
胸

部
エ

ッ
ク

ス
線

検
査

結
果

（
過

去
３

か
月

以
内

の
検

査
結

果
）

（
注

）
１

　
 更

新
申

請
の

場
合

、
医

学
的

検
査

結
果

の
記

入
は

任
意

で
す

。
診

断
・
治

療
　

　
　

　
 に

際
し

て
、

実
施

し
た

検
査

が
あ

る
場

合
は

、
検

査
デ

ー
タ

を
記

入
し

て
下

さ
い

。
　

　
　

２
 　

カ
ッ

コ
内

は
、

正
常

予
測

値
と

の
比

率
（
％
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を
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て

く
だ

さ
い

。
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検
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%
）

生
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月
日
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満
　

　
　

　
　

　
　

　
　

才
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名
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 学
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（
注
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結

果
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査
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日
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所
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日
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影
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日
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/
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特
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Ｅ
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/
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入
院

通
院

治  療  等

診
 療

 状
 況

 等

申
請

に
係

る
疾

病
名

発
症

時
期

　 　
　

 現
在

の
治

療
内

容
を

薬
品

名
､量

及
び

使
用

法
等

に
つ

い
て

具
体

的
に

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
ま

た
、

診
断

に
至

っ
た

経
過

、
　

理
由

及
び

鑑
別

診
断

に
つ

い
て

も
記

載
し

て
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だ
さ

い
。

新
規

・
更

新

・ ・
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主治医診療報告書（３疾患）の手引 新旧対照表 

  
 

〔
記

入
に

当
た

っ
て

〕

○
東

京
都

大
気

汚
染

医
療

費
助

成
制

度
「

主
治

医
診

療
報

告
書

の
手

引
（

1
8
歳

未
満

を
対

象
と

す
る

３
疾

患
）

」
を

参
考

に
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

本
手

引
が

必
要

な
場

合
は

、
請

求
先

ま
で

ご
請

求
く

だ
さ

い
。

請
求

先
：

東
京

都
福

祉
保

健
局

環
境

保
健

課
　

電
話

　
０

３
－

５
３

２
０

－
４

４
９

１

○
記

入
内

容
に

つ
い

て
は

、
後

日
、

確
認

の
た

め
に

問
い

合
わ

せ
を

さ
せ

て
い

た
だ

く
場

合
が

あ
り

ま
す

。

○
主

治
医

診
療

報
告

書
は

３
枚

複
写

に
な

っ
て

い
ま

す
。

１
枚

目
と

２
枚

目
を

申
請

者
に

渡
し

、
３

枚
目

を
控

え
と

し
て

貴
院

で
保

管
し

て
く

だ
さ

い
。

〔
医

学
的

検
査

に
つ

い
て

〕

○
診

断
・

治
療

に
際

し
て

医
学

的
検

査
を

実
施

し
た

場
合

は
、

検
査

デ
ー

タ
を

記
入

し
て

下
さ

い
（

更
新

の
場

合
、

検
査

結
果

の
記

入
は

任
意

で
す

の
で

、
記

入
が

な
く

て
も

差
し

支
え

あ
り

ま
せ

ん
。

）
。

※
新

規
申

請
の

場
合

は
、

次
の

検
査

デ
ー

タ
を

必
ず

記
入

し
て

下
さ

い
（

必
須

検
査

項
目

の
記

入
漏

れ
の

場
合

又
は

検
査

結
果

が
有

効
期

間
切

れ
の

場
合

は
、

記
載

事
項

不
備

と
な

り
ま

す
の

で
ご

注
意

く
だ

さ
い

。
）

。

ぜ
ん

息
性

気
管

支
炎

、
慢

性
気

管
支

炎
の

新
規

申
請

→
①

非
特

異
的

Ｉ
ｇ

Ｅ
及

び
ア

レ
ル

ゲ
ン

検
査

（
過

去
６

か
月

以
内

の
検

査
結

果
）

、
②

胸
部

エ
ッ

ク
ス

線
検

査
（

過
去

３
か

月
以

内
の

検
査

結
果

）

肺
気

し
ゅ

の
新

規
申

請
→

①
呼

吸
機

能
検

査
（

過
去

１
か

月
以

内
の

検
査

結
果

、
７

歳
未

満
は

省
略

可
能

）
、

②
胸

部
エ

ッ
ク

ス
線

検
査

（
過

去
３

か
月

以
内

の
検

査
結

果
）

男
・

女

　
胸

部
エ

ッ
ク

ス
線

検
査

結
果

　
ア

レ
ル

ゲ
ン

検
査

結
果

検
査

日
　

　
　

年
　

　
月

　
　

日

　
1 

慢
性

気
管

支
炎

　
 2

 ぜ
ん

息
性

気
管

支
炎

　
　

3 
肺

気
し

ゅ
歳

か
月

ご
ろ

 １
　

陽
性

　
4 

続
発

症
（
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
）

 
年

月
ご

ろ
 A

 血
液

検
査

 １
　

ダ
ニ

 

 最
近

１
年

間
の

上
記

申
請

疾
病

に
係

る
受

診
状

況
 （

該
当

す
る

項
目

に
チ

ェ
ッ

ク
を

し
て

数
字

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

）
 〔

特
異

的
Ｉｇ

Ｅ
抗

体
 ２

　
疑

陽
性

1
□

あ
り

　
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

回
）

2
□

な
し

　
そ

の
他

（　
　

　
）〕

 ２
　

ハ
ウ

ス
ダ

ス
ト

1
□

年
に

　
　

　
　

　
　

　
　

回
程

度
2

□
月

に
　

　
　

　
　

　
　

　
回

程
度

3
□

週
に

　
　

　
　

　
　

　
　

回
程

度
 ３

　
陰

性

ぜ
ん

息
性

気
管

支
炎

で
申

請
す

る
場

合
は

、
１

か
ら

５
の

う
ち

該
当

す
る

症
状

に
チ

ェ
ッ

ク
し

て
く

だ
さ

い
（
複

数
選

択
可

）。
□

異
常

な
し

1
□

ぜ
ん

鳴
は

他
の

心
肺

疾
患

な
ど

、
明

ら
か

な
先

天
性

異
常

、
発

達
異

常
に

よ
ら

な
い

。
□

2
□

ぜ
ん

鳴
又

は
ぜ

ん
息

発
作

が
２
年

以
内

に
あ

つ
た

。
%

□
手

術
痕

□
陳

旧
性

陰
影

□
心

拡
大

3
□

主
と

し
て

低
音

性
の

ぜ
ん

鳴
を

聴
取

す
る

。
□

そ
の

他
の

病
的

所
見

4
□

医
師

の
治

療
を

要
す

る
気

管
支

炎
を

１
年

に
４
回

以
上

繰
り

返
し

て
い

る
。

5
□

吸
気

性
陥

没
、

鼻
翼

呼
吸

、
著

明
な

呼
気

延
長

、
起

座
呼

吸
、

チ
ア

ノ
ー

ゼ
な

ど
努

力
性

呼
吸

は
な

い
か

、
あ

つ
て

も
軽

い
。

　
そ

の
他

特
記

事
項

慢
性

気
管

支
炎

で
申

請
す

る
場

合
は

、
６

及
び

７
の

う
ち

該
当

す
る

症
状

に
チ

ェ
ッ

ク
し

て
く

だ
さ

い
（
複

数
選

択
可

）
。

6
□

7
□

気
管

支
ぜ

ん
息

で
は

な
い

。

（
い

ず
れ

か
を

選
択

）

　
呼

吸
機

能
検

査
結

果
　

（
注

）
２

　
　

　
　

　
検

査
日

　
　

年
　

　
月

　
　

日

　
　

 そ
の

他
の

病
的

所
見

に
チ

ェ
ッ

ク
さ

れ
た

場
合

　
 は

、
申

請
に

か
か

る
疾

病
と

の
鑑

別
に

つ
い

て
　

 御
記

入
く

だ
さ

い
。

病
的

所
見

あ
り

　
　

　
ℓ/

s（
　

　
　

%
）

m
l（

　
　

　
%
）

検
査

日
　

　
　

年
　

　
月

　
　

日

D
L

C
O

V
5
0

V
C

F
E
V

1
.0

IU
/
m

l

 B
 皮

膚
テ

ス
ト

 〔
ｽ
ｸ
ﾗ
ｯ
ﾁ
、

ﾌ
ﾟﾘ

ｯ
ｸ
、

　
皮

内
〕

検 査 方 法

m
l（

　
　

　
%
）

検 査 結 果

生
年

月
日

平
成

　
　

　
　

  
  
  
年

　
　

　
　

月
　

　
　

　
日

  
  
  
  
  

  
　

　
　

  
 (

満
　

　
　

　
　

　
　

　
　

才
）

氏
  
  

名

新
規

申
請

の
場

合
は

、
次

の
検

査
結

果
を

必
ず

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
（1

）ぜ
ん

息
性

気
管

支
炎

、
慢

性
気

管
支

炎
の

新
規

申
請

　
　

①
血

液
検

査
結

果
及

び
ア

レ
ル

ゲ
ン

検
査

結
果

（過
去

６
ヶ

月
以

内
の

検
査

結
果

）
　

  
②

胸
部

エ
ッ

ク
ス

線
検

査
結

果
（過

去
３
か

月
以

内
の

検
査

結
果

）
（2

）肺
気

し
ゅ

の
新

規
申

請
　

　
①

呼
吸

機
能

検
査

結
果

（過
去

１
ヶ

月
以

内
の

検
査

結
果

、
7歳

未
満

は
省

略
可

）
　

　
②

胸
部

エ
ッ

ク
ス

線
検

査
結

果
（
過

去
３
か

月
以

内
の

検
査

結
果

）
（注

）
１
　

 更
新

申
請

の
場

合
、

医
学

的
検

査
結

果
の

記
入

は
任

意
で

す
。

診
断

・治
療

　
　

　
　

に
際

し
て

、
実

施
し

た
検

査
が

あ
る

場
合

は
、

検
査

デ
ー

タ
を

記
入

し
て

下
さ

い
。

　
　

　
２
 　

カ
ッ

コ
内

は
、

正
常

予
測

値
と

の
比

率
（％

）を
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

V
2
5

F
E
V

1
.0
%

　
　

%
　

　
　

ℓ/
s（

　
　

　
%
）

白
 血

 球
 数

医
 学

 的
 検

 査
 結

 果
　

　
（
注

）
１

住
  
  

所

(検
査

日
  

 年
  

月
  

日
)

血
液

像
撮

影
日

　
　

　
年

　
　

月
　

　
日

E
o
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
%

　
　

　
　

　
　

　
　

　
/μ

l

　
血

液
検

査
結

果

非
特

異
的

Ｉｇ
Ｅ

入
院

通
院

治  療  等

診
 療

 状
 況

 等

申
請

に
係

る
疾

病
名

発
症

時
期

   
湿

性
咳

嗽
が

6 ヶ
月

以
上

持
続

す
る

。

症 　 状 　 等

・ ・

１
８

才
未

満
を

対
象

と
す

る
３

疾
患

用
（

慢
性

気
管

支
炎

・
ぜ

ん
息

性
気

管
支

炎
・

肺
気

し
ゅ

）
医

療
機

関
記

入
記

入
上

の
注

意

そ
の

他
検

査
所

見
や

検
査

に
つ

い
て

特
記

す
べ

き
こ

と
が

あ
れ

ば
、

「
そ

の
他

特
記

事
項

」の
欄

に
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

「
症

状
等

」
は

該
当

す
る

項
目

す
べ

て
に

チ
ェ

ッ
ク

し
て

く
だ

さ
い

。

現
在

の
治

療
内

容
、

診
断

に
至

っ
た

経
過

、
理

由
、

鑑
別

診
断

に
つ

い
て

具
体

的
に

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

ま
た

、
そ

の
他

の
臨

床
所

見
や

今
後

の
治

療
の

見
通

し
、

特
記

事
項

が
あ

り
ま

し
た

ら
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。

肺
気

し
ゅ

の
新

規
申

請
の

場
合

、
呼

吸
機

能
検

査
結

果
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
（
７

歳
未

満
の

場
合

は
省

略
可

能
）

ア
レ

ル
ゲ

ン
検

査
結

果
に

つ
い

て
、

血
液

検
査

を
選

択
し

た
場

合
は

、
ダ

ニ
又

は
ハ

ウ
ス

ダ
ス

ト
い

ず
れ

か
の

記
入

が
必

須
で

す
。

ま
た

、
皮

膚
テ

ス
ト

を
選

択
し

た
場

合
も

、
ダ

ニ
又

は
ハ

ウ
ス

ダ
ス

ト
の

記
入

が
必

須
で

す
。

申
請

の
際

、
必

ず
エ

ッ
ク

ス
線

フ
ィ

ル
ム

の
貸

出
し

を
お

願
い

し
ま

す
。

患
者

さ
ん

に
申

請
書

類
と

と
も

に
提

出
す

る
よ

う
ご

指
導

く
だ

さ
い

。

す
べ

て
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

〔
記

入
に

当
た

っ
て

〕

○
東

京
都

大
気

汚
染

医
療

費
助

成
制

度
「

主
治

医
診

療
報

告
書

の
手

引
（

1
8
歳

未
満

を
対

象
と

す
る

３
疾

患
）

」
を

参
考

に
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

本
手

引
が

必
要

な
場

合
は

、
請

求
先

ま
で

ご
請

求
く

だ
さ

い
。

請
求

先
：

東
京

都
福

祉
保

健
局

環
境

保
健

課
　

電
話

　
０

３
－

５
３

２
０

－
４

４
９

１

○
記

入
内

容
に

つ
い

て
は

、
後

日
、

確
認

の
た

め
に

問
い

合
わ

せ
を

さ
せ

て
い

た
だ

く
場

合
が

あ
り

ま
す

。

○
主

治
医

診
療

報
告

書
は

３
枚

複
写

に
な

っ
て

い
ま

す
。

１
枚

目
と

２
枚

目
を

申
請

者
に

渡
し

、
３

枚
目

を
控

え
と

し
て

貴
院

で
保

管
し

て
く

だ
さ

い
。

〔
医

学
的

検
査

に
つ

い
て

〕

○
診

断
・

治
療

に
際

し
て

医
学

的
検

査
を

実
施

し
た

場
合

は
、

検
査

デ
ー

タ
を

記
入

し
て

下
さ

い
（

更
新

の
場

合
、

検
査

結
果

の
記

入
は

任
意

で
す

の
で

、
記

入
が

な
く

て
も

差
し

支
え

あ
り

ま
せ

ん
。

）
。

※
新

規
申

請
の

場
合

は
、

次
の

検
査

デ
ー

タ
を

必
ず

記
入

し
て

下
さ

い
（

必
須

検
査

項
目

の
記

入
漏

れ
の

場
合

又
は

検
査

結
果

が
有

効
期

間
切

れ
の

場
合

は
、

記
載

事
項

不
備

と
な

り
ま

す
の

で
ご

注
意

く
だ

さ
い

。
）

。

ぜ
ん

息
性

気
管

支
炎

、
慢

性
気

管
支

炎
の

新
規

申
請

→
①

非
特

異
的

Ｉ
ｇ

Ｅ
及

び
ア

レ
ル

ゲ
ン

検
査

（
過

去
６

か
月

以
内

の
検

査
結

果
）

、
②

胸
部

エ
ッ

ク
ス

線
検

査
（

過
去

３
か

月
以

内
の

検
査

結
果

）

肺
気

し
ゅ

の
新

規
申

請
→

①
呼

吸
機

能
検

査
（

過
去

１
か

月
以

内
の

検
査

結
果

、
７

歳
未

満
は

省
略

可
能

）
、

②
胸

部
エ

ッ
ク

ス
線

検
査

（
過

去
３

か
月

以
内

の
検

査
結

果
）

男
・

女

　
胸

部
エ

ッ
ク

ス
線

検
査

結
果

　
ア

レ
ル

ゲ
ン

検
査

結
果

検
査

日
　

　
　

年
　

　
月

　
　

日

　
1
 慢

性
気

管
支

炎
　

 2
 ぜ

ん
息

性
気

管
支

炎
　

　
3 

肺
気

し
ゅ

歳
か

月
ご

ろ
 １

　
陽

性

　
4
 続

発
症

（
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
）

 
年

月
ご

ろ
 A

 血
液

検
査

 １
　

ダ
ニ

 

 最
近

１
年

間
の

上
記

申
請

疾
病

に
係

る
受

診
状

況
 （

該
当

す
る

項
目

に
チ

ェ
ッ

ク
を

し
て

数
字

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

）
 〔

特
異

的
Ｉｇ

Ｅ
抗

体
 ２

　
疑

陽
性

1
□

あ
り

　
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

回
）

2
□

な
し

　
そ

の
他

（　
　

　
）〕

 ２
　

ハ
ウ

ス
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新 旧 

Ⅱ Q＆A 

 

１ 60 歳で慢性気管支炎にて申請したいのだが、申請可能か。 

（答） ぜん息性気管支炎、慢性気管支炎、肺気しゅについて、

本医療費助成制度では、18 歳未満を対象としており、60 歳

の方の慢性気管支炎は対象となりません。 
平成 20 年７月 31 日までは、気管支ぜん息も含めた４疾

患について、18 歳未満を対象としていました。東京大気汚

染訴訟の和解に基づき平成 20 年８月から平成 27 年３月の

間、気管支ぜん息は全年齢に制度拡大されましたが、現在は

対象年齢が 18 歳未満の制度に戻っています。なお、気管支

ぜん息以外の３疾患（ぜん息性気管支炎、慢性気管支炎、肺

気しゅ）は引き続き 18 歳未満の方が対象となります。 
 

 

２ ７歳で、ぜん息性気管支炎においての申請は可能か。 

（答） ぜん息性気管支炎については、疾病の定義が明らかでな

いため、診断は容易でないと思われます。臨床上では反復

性気管支炎、慢性気管支炎、乳児期気管支ぜん息、小児気

管支ぜん息軽症例等がぜん息性気管支炎として扱われてい

Ⅱ Q＆A 

 

１ 60 歳で慢性気管支炎にて申請したいのだが、申請可能か。 

（答） ぜん息性気管支炎、慢性気管支炎、肺気しゅについて、

本医療費助成制度では、18 歳未満を対象としており、60 歳

の方の慢性気管支炎は対象となりません。 
平成 20 年７月 31 日までは、気管支ぜん息も含めた４疾

患について、18 歳未満を対象としていました。平成 20 年８

月より、東京大気汚染訴訟の和解に基づき、気管支ぜん息は

全年齢に制度拡大されましたが、気管支ぜん息以外の３疾患

（ぜん息性気管支炎、慢性気管支炎、肺気しゅ）は引き続き

18 歳未満の方が対象となります。 
 

 

 

２ ７歳で、ぜん息性気管支炎においての申請は可能か。 

（答） ぜん息性気管支炎については、疾病の定義が明らかでな

いため、診断は容易でないと思われます。臨床上では反復

性気管支炎、慢性気管支炎、乳児期気管支ぜん息、小児気

管支ぜん息軽症例等がぜん息性気管支炎として扱われてい
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る場合がありますが、本医療費助成制度における「ぜん息

性気管支炎」とは、反復性気管支炎として扱われているも

のを意味し、おおむね次に掲げる症状ないし所見を示すも

のです。（なお急性気管支炎及び急性細気管支炎は除きま

す。） 
 ア  医師の治療を要する気管支炎を１年以内に４回以上繰り返

すこと。 

 イ  低音性のぜん鳴を伴い、呼吸困難（努力性呼吸）がない

か、あっても軽いこと。 

 ウ  ３歳未満の者に多く見られること。 

ぜん息性気管支炎は、多くは３歳未満に見られ、また６歳以

上では非常にまれと考えられます。ぜん息性気管支炎での新

規申請は、原則として６歳未満の者が対象となります。 

 

３ ぜん息性気管支炎、慢性気管支炎で血液検査とアレルゲン検

査、胸部エックス線検査がなぜ必要なのか。 

（答） 医学的検査結果については、本医療費助成制度の各対象

疾病について診断に必要と思われる事項を必須としていま

す。 
小児ではまれである「ぜん息性気管支炎、慢性気管支炎」

においては、り患数の多い気管支ぜん息との鑑別は重要で

す。 
・アレルゲン検査については気管支ぜん息との鑑別診断に必

る場合がありますが、本医療費助成制度における「ぜん息

性気管支炎」とは、反復性気管支炎として扱われているも

のを意味し、おおむね次に掲げる症状ないし所見を示すも

のです。（なお急性気管支炎及び急性細気管支炎は除きま

す。） 
 ア  医師の治療を要する気管支炎を１年以内に４回以上繰り返

すこと。 

 イ  低音性のぜん鳴を伴い、呼吸困難（努力性呼吸）がない

か、あっても軽いこと。 

 ウ  ３歳未満の者に多く見られること。 

ぜん息性気管支炎は、多くは３歳未満に見られ、また６歳以

上では非常にまれと考えられます。ぜん息性気管支炎での新

規申請は、原則として６歳未満の者が対象となります。 

 

３ ぜん息性気管支炎、慢性気管支炎で血液検査とアレルゲン検

査、胸部エックス線検査がなぜ必要なのか。 

（答） 医学的検査結果については、本医療費助成制度の各対象

疾病について診断に必要と思われる事項を必須としていま

す。 
小児ではまれである「ぜん息性気管支炎、慢性気管支炎」

においては、り患数の多い気管支ぜん息との鑑別は重要で

す。 
・アレルゲン検査については気管支ぜん息との鑑別診断に必
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要です。 
・胸部エックス線検査は、気管支ぜん息、肺炎等の類似疾患

かどうかをチェックするために活用するものであり、認定

審査に欠かせないものです。 
 

 

４ ぜん息性気管支炎の認定患者に、気管支ぜん息として診断を

確定した場合、疾病変更は更新の手続でよいのか。 

 また、「ぜん息性気管支炎の更新は原則として認められない」

とされているが、更新時にもぜん息性気管支炎であるとの診断

を行った場合は、更新申請してよいか。 

（答） ぜん息性気管支炎から気管支ぜん息等に認定疾病を変更

する場合は、新たに確定した病名で改めて新規申請すること

になります。そのため、胸部エックス線検査やアレルゲン検

査等の医学的検査が必要となります。 
また、ぜん息性気管支炎については、認定を受けてから２

年経過する間に、他の疾病（気管支ぜん息等）の診断が確定

していることが考えられますので、更新は原則として認めら

れません。新たに確定した病名（気管支ぜん息等）による新

規申請をしてください。ただし、２年が経過した後であって

も、ぜん息性気管支炎と診断される場合には、診断に至った

経過、理由、鑑別診断を主治医診療報告書の「治療等」欄に

詳しく記入してください。 

要です。 
・胸部エックス線検査は、気管支ぜん息、肺炎等の類似疾患

かどうかをチェックするために活用するものであり、認定

審査に欠かせないものです。 
 

 

４ ぜん息性気管支炎の認定患者に、気管支ぜん息として診断を

確定した場合、疾病変更は更新の手続でよいのか。 

 また、「ぜん息性気管支炎の更新は原則として認められない」

とされているが、更新時にもぜん息性気管支炎であるとの診断

を行った場合は、更新申請してよいか。 

（答） ぜん息性気管支炎から気管支ぜん息等に認定疾病を変更

する場合は、新たに確定した病名で改めて新規申請すること

になります。そのため、胸部エックス線検査やアレルゲン検

査等の医学的検査が必要となります。 
また、ぜん息性気管支炎については、認定を受けてから２

年経過する間に、他の疾病（気管支ぜん息等）の診断が確定

していることが考えられますので、更新は原則として認めら

れません。新たに確定した病名（気管支ぜん息等）による新

規申請をしてください。ただし、２年が経過した後であって

も、ぜん息性気管支炎と診断される場合には、診断に至った

経過、理由、鑑別診断を主治医診療報告書の「治療等」欄に

詳しく記入してください。 
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なお、主治医診療報告書の記入内容又は症状詳記、検査結

果等について、確認のため問い合わせることがあります。 

 

なお、主治医診療報告書の記入内容又は症状詳記、検査結

果等について、確認のため問い合わせることがあります。 
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新 旧 

≪参考１≫東京都大気汚染医療費助成制度の概要 

大気汚染の影響を受けると推定される疾病にかかった者に対し

て、医療費を助成することにより、その者の健康障害の救済を図るこ

とを目的にしています。 

 

 １ 対象疾病 

認定（助成）の対象となる疾病は、気管支ぜん息及びその続発

症（18 歳未満の者は、気管支ぜん息のほかに、慢性気管支炎、ぜ

ん息性気管支炎、肺気しゅ及びそれらの続発症）です。これらの疾

病以外に認定（助成）の対象となる疾病はありません。 

＊ 続発症とは、原疾病から二次的に起こる疾患・病態です。気管支

ぜん息の場合には、肺性心等限られたものであり、認定権者（東

京都知事、特別区長、八王子市長又は町田市長）が大気汚染障

害者認定審査会の意見を聞いて認定したもののみです。 

 ２ 医療費助成の対象者 

次の要件を全て満たす者が助成対象者となります。 

  (１) 現に対象疾病にかかっている者 
  (２) 東京都内に引き続き１年(３歳未満は６か月)以上住所を

有する者 
  (３) 医療保険に加入している者 
  (４) 18 歳未満の者（気管支ぜん息については、生年月日が

平成９年４月１日以前であり、既に認定を受けている

《参考２》東京都大気汚染医療費助成制度の概要 

大気汚染の影響を受けると推定される疾病にかかった者に対し

て、医療費を助成することにより、その者の健康障害の救済を図るこ

とを目的にしています。 

 
 １ 医療費助成の対象者 

   次の要件をすべて満たす者が助成対象者となります。 
  （１）１８歳未満の者 
 ＊ 生年月日が平成９年４月１日以前であり、既に認定を受け

ている者は更新のみ可能 
  （２）現に対象疾病（気管支ぜん息、慢性気管支炎、ぜん息

性気管支炎、肺気しゅ及びそれらの続発症）にかかって

いる者 
 ＊ 対象疾病以外に認定（助成）の対象となる疾病はありませ

ん。 
＊ 続発症とは、原疾病から二次的に起こる疾患・病態です。

気管支ぜん息の場合には、肺性心等限られたものであり、認

定権者（東京都知事、特別区長、八王子市長又は町田市長）

が大気汚染障害者認定審査会の意見を聞いて認定したものの

みです。 
  （３）東京都内に引き続き１年（３歳未満は６か月）以上住

所を有する者 
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者は更新のみ可能）  
  (５) 喫煙していない者 
 ３ 患者（疾病）の認定 

助成対象者から申請があった場合、認定権者が認定審査会の

意見を聞いて認定又は非認定を決定します。 

認定を受けた者には疾病名が記載された医療券が交付されま

す。 

 ４ 医療費の助成範囲 

患者が医療保険の被保険者資格が確認できる書類と医療券を

提示して認定疾病の治療や投薬等を受けたとき、医療保険適用後

の自己負担額（入院時の食事療養標準負担額及び生活療養標準

負担額を除く。）が東京都から助成されます。生年月日が平成９年

４月１日以前の気管支ぜん息の認定患者については、認定疾病の

医療費（保険適用後自己負担額）月額のうち 6,000 円を超える部

分を助成します。助成の範囲は、医療券に記載された気管支ぜん

息等四つの認定疾病に対する治療や投薬等に限られ、風邪、イン

フルエンザ、肺炎、気管支炎、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻

炎等は助成の対象外です。 

助成の範囲の詳細については、「東京都大気汚染医療費助成

制度 公費請求の手引」をご覧ください。 

（資料請求先：東京都保健医療局 健康安全部環境保健衛生課環境

保健担当 電話 03(5320)4491） 

 ５ 医療費の助成方法 

医療保険適用後の自己負担額を認定患者に代わり医療機関、

  （４）医療保険に加入している者 
  （５）喫煙していない者 
 ２ 患者（疾病）の認定 

助成対象者から申請があった場合、認定権者が認定審査会の

意見を聞いて認定又は非認定を決定します。 

認定を受けた者には疾病名が記載された医療券が交付されま

す。 

 ３ 医療費の助成範囲 

患者が健康保険証と医療券を提示して認定疾病の治療や投薬

等を受けたとき、医療保険適用後の自己負担額（入院時の食事療

養標準負担額及び生活療養標準負担額を除く。）が東京都から助

成されます。生年月日が平成 9 年 4 月 1 日以前の気管支ぜん息

の認定患者については、平成 30 年 4 月 1 日以降の診療分から、

認定疾病の医療費（保険適用後自己負担額）月額のうち 6,000 円

を超える部分を助成します。助成の範囲は、医療券に記載された

気管支ぜん息等四つの認定疾病に対する治療や投薬等に限ら

れ、かぜ、インフルエンザ、肺炎、気管支炎、アトピー性皮膚炎、ア

レルギー性鼻炎等は助成の対象外です。 

  
 
 
 
４ 医療費の助成方法 

医療保険適用後の自己負担額を認定患者に代わり医療機関、調
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調剤薬局に支払います。ただし、医療券を忘れるなどして患者が

医療機関窓口で自己負担額を支払ったときは、医療機関の証明

のある「医療費支給申請書兼口座振替依頼書」を患者が都に提出

することにより、後日医療費助成を受けることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

剤薬局に支払います。ただし、医療券を忘れるなどして患者が医療

機関窓口で自己負担額を支払ったときは、医療機関の証明のある

「医療費支給申請書兼口座振替依頼書」を患者が都に提出すること

により、後日医療費助成を受けることができます。                             
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１　大気汚染医療費助成の申請手続の流れ

２　申請書類一覧

・・・・ 主治医が作成する様式

・・・・ 必須提出

・・・・

・・・・

・・・・ 都内に１年以上（３歳未満は６か月）住所を有すること

・・・・ 健康保険等に加入していること

保健施策の参考とするためのアンケートにご協力ください

《参考２》　申請手続の流れ

　対象疾病：　慢性気管支炎、ぜん息性気管支炎、肺気しゅ、

　　　　　　　　　及びこれらの疾患の続発症

患者・申請者（保護者）が作成する様式

（ 18 歳 未 満 を 対 象 と す る ３ 疾 患 用 ）

⑥認非通知

医療券（非認定は通知書）交

医療機関

住所地の
区市町村担当窓口

患者
（保護者）

①受診・主治医診療報告書作成依頼

②主治医診療報告書発行

認定審査
会

主治医診療報告書
＜18歳未満を対象とする３疾患用＞

胸部エックス線フィルム添付

⑤意見具申

④諮問

認定審査会
設置保健所等

③
申
請
書
類
の
提
出

認定申請書

健康・生活環境に関する質問票

住民票（住所を確認できる書類）等

医療保険の被保険者資格が確認で
きる書類

申
請
に
必
要
な

様
式
類
の
交
付

１　大気汚染医療費助成の申請手続きの流れ

２　申請書類一覧

・・・・ 主治医が作成する様式

・・・・

・・・・

・・・・

・・・・ 都内に１年以上（3歳未満は6か月）住所を有すること。

・・・・ 健康保険等に加入していること。

保健施策の参考とするためのアンケートにご協力ください。

気管支ぜん息の場合、申請時にはフィルムの添付不要
ただし、認定審査で必要と認めた場合には別途貸出しを依
頼する。

続発症の場合は申請時にフィルム添付を必須とする。

《参考２》　申請手続の流れ

　対象疾病：　気管支ぜん息及びその続発症

患者・申請者が作成する様式

（　18　歳　未　満　を　対　象　と　す　る　３　疾　患　用　）

⑥認非通知
医療券（非認定は通知書）交付

医療機関

住所地の
区市町村担当窓口

患者

①受診・主治医診療報告書作成依頼

②主治医診療報告書発行

認定審査
会

主治医診療報告書
＜気管支ぜん息用＞

胸部エックス線フィルム添付

⑤意見具申

④諮問

認定審査会
設置保健所等

③
申
請
書
類
の
提
出

認定申請書

健康・生活環境に関する質問票

住民票（住所を確認できる書類）

健康保険証等の写し

申
請
に
必
要
な

様
式
類
の
交
付
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